
事業者向けＦＡＱ（よくある質問）追加分 ※第 3 版（平成 26年 7月）を基に作成しています

Ｑ１０）幼稚園の入園料等の取扱いはどうなるのですか。

入園料については、保育料とともに教育に要する費用を賄うために徴収しているものと考えられるも

のであり、新制度では、毎月徴収する利用者負担額の中で徴収していくことが、基本となります。

また、公定価格中の利用者負担は月額 25,700 円を限度とした所得階層別の国基準を定めることとし

ています。このため、現在の保護者負担（保育料＋入園料＋施設整備資金＋その他の納付金）がそれを

上回っている場合など、各園の教育・保育に要する費用が公定価格では不足するときには、当該差額分

の費用を「上乗せ徴収」として各施設の判断で引き続き保護者から徴収することが可能です。なお、実

費として徴収するものと利用者負担及び上乗せ徴収とは重複のないように設定する必要があります。

上乗せ徴収を行う場合には、その額や理由について、保護者に事前に説明し、書面の同意を得ること

が必要となります。

こうした観点にかんがみると、新制度の下で入園時に行う上乗せ徴収をすべて「入園料」と総称する

ことは適当ではなく、説明責任を果たす観点から実際の使途に見合った具体的な名目を設定することが

適当と考えられます。

上乗せ徴収の実施時期については、あらかじめ説明し同意を得ておくことにより、入園初年度にのみ

徴収することも、利用者負担額と合わせて毎月徴収することも、その他のあらかじめ決められた時期に

徴収することも可能であると考えられます。

徴収時期や返還条件などについては、事前に保護者に説明・同意を得ることが、契約のトラブルを防

ぐ観点からも重要と考えられます。

選考など入園にかかわる事務手続きに要する費用については、教育・保育の直接の対価ではなく、上

乗せ徴収や実費徴収などのルールの対象外ですが、これらに要する費用を徴収する場合にも、同様に、

徴収時期や返還条件などについて保護者とトラブルのないよう、事前に入園申し込み者に対して説明・

同意を得ておくことが必要と考えます。

なお、利用者負担及び上乗せ徴収については、学則（園則）の記載事項を定めている学校教育法施行

規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第４条第７号に該当するため、学則（園則）に記載する必要があ

ります。その際、利用者負担については、「所得に応じて市町村が定める額を毎月徴収する」といった

記載ぶりとし、上乗せ徴収については、これまでの各種納付金と同様に記載することが考えられます。

また、実費徴収については、一律に学則（園則）に記載する必要はありません。

Ｑ１５）新たな幼保連携型認定こども園と幼稚園型認定こども園の違いはなんですか。

主な相違点は以下の通りです。（ただし、幼稚園型認定こども園の設備・運営基準は参酌基準であり 、



都道府県の条例等により、これと異なる場合があり得ます）。

（法的性格）

新たな幼保連携型認定こども園（以下、単に「幼保連携型認定こども園」という。）は、幼保連携型

認定こども園として認可を受けた施設であり、認定こども園法に基づき「学校」と「児童福祉施設」の

両方に位置付けられます。一方、幼稚園型認定こども園は学校教育法に基づく「学校」である幼稚園と 、

認可外の児童福祉施設により構成されるタイプなどがあります。このような違いはあるものの、いずれ

も教育基本法上の「法律に定める学校」である点は同じです。

（認可・認定権限）

幼保連携型認定こども園の場合、都道府県及び政令指定都市、中核市から認可を受けることが必要で

す。一方、幼稚園型認定こども園の場合は、都道府県から、幼稚園としての認可と保育機能を有するこ

との認定の２つの認可・認定を受けることが必要です。

（職員の資格）

幼保連携型認定こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「保

育教諭」については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することが原則

です（但し、新制度施行後５年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有してい

れば、「保育教諭」となることができる経過措置あり）。

一方、幼稚園型認定こども園においては、満三歳以上の子どもの保育に従事する場合は、「幼稚園教

諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することが望ましいが、いずれかでも可としてい

ます（但し、学級担任は「幼稚園教諭免許状」を有しなければならない。また、長時間利用児の保育に

従事する者は「保育士資格」を有しなければならない）。また、満三歳未満に満たない子どもの保育に

従事する場合は、「保育士資格」を有することが必要です。

（園長の資格）

幼保連携型認定こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その園長は、「教

諭免許状（専修免許状又は一種免許状）」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有し、５年以上の一

定の教育職・児童福祉事業の経験者であることが必要です（但し、これと同等の資質を有する者も認め

る）。

一方、幼稚園型認定こども園の長の資格は、幼稚園の園長として、「教諭免許状及び５年の教育職経

験」又は「１０年の教育職経験」を有することが原則です（但し、同等の資質を有する者等も認める）

が、具体的には、認定権者である各都道府県が条例で定めるところによります。

なお、幼保連携型認定こども園は学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ 単一の施設で

あることから、園長は１人となります。

（施設設備基準）

幼保連携型認定こども園の認可基準については、新規に策定することとしています。幼稚園等の既存

施設から移行する場合については、特例措置が設けられています。

幼稚園等の既存施設から移行する場合、調理室を含め、幼保連携型認定こども園と幼稚園型認定こど

も園とでは、基本的には施設設備基準に違いを設けない方向で検討を進めています（給食の実施義務に



ついては、Ｑ３８参照）。

この他、土曜や長期休業期間の開所の義務等については、幼稚園型認定こども園は、幼保連携型認定

こども園と比べて、より地域の実情等に応じた弾力的な対応が可能と考えています（Ｑ１２，３２，３

５，３８参照）。

Ｑ１９）いわゆる附則６条園（旧１０２条園）はどうなるのですか。施行時に「みなし確認」を受け

なければ、給付対象にならないのでしょうか。

新制度の施設型給付等の給付を受ける特定教育・保育施設については、法律に基づき、市町村の確認

を受ける必要がありますが、この条件の一つとして、法人格（法人の種類（学校法人、宗教法人、社会

福祉法人、一般財団法人等）は問いません。）を有することが法律上求められています。

しかしながら、学校教育法附則第６条（改正前の学校教育法附則第１０２条）に基づき設置されてい

る個人立幼稚園については、

①子ども・子育て支援法の施行の際現に存するものが子ども・子育て支援法附則第７条の規定による

「みなし確認」を受ける場合

②新制度施行後に認定こども園に移行する場合（個人立の幼稚園(現行の私学助成を受ける園を含

む。)又は幼稚園型認定こども園が幼保連携型認定こども園に移行する場合や、「みなし確認」を受け

た個人立の幼稚園が幼稚園型認定こども園に移行する場合）に限り、法人格を有さなくても新制度の給

付対象となることができる特例が設けられています。

上記に該当しない、

・「みなし確認」の辞退をした後に確認を受けようとする場合

・「みなし確認」を受けた後に子ども・子育て支援法第 31 条第１項に掲げる教育・保育施設の区分

（幼稚園、保育所、認定こども園の 3区分）を変更する場合(上記②に該当する場合を除く。)

等は、この特例の対象とならず、法律の原則通り、法人格の取得が必要となります。

なお、既に「みなし確認」を受けて、新制度の対象施設として経営してきた個人立の施設が、当該個

人の死亡等により親族が承継し、設置者の変更が生じる場合については、給付を受ける施設としての同

一性が維持されていると考えられることから、確認を受け直す必要はなく、引き続き給付を受ける施設

として存続することとなります。なお、設置者の変更に係る学校教育法の認可（第４条）や認定こども

園法の届出（第７条）、これらに伴う子ども・子育て支援法の届出（第 35 条。内閣府令は現在検討中）

の手続に遺漏のないようお願いします。

※なお、個人立の保育所についても、

①子ども・子育て支援法の施行の際、現に存するものが子ども・子育て支援法附則第７条の規定によ

る「みなし確認」を受ける場合



②新制度の下で認定こども園に移行する場合（個人立の保育所が保育所型認定こども園に移行する場

合）

について、法人格を有さなくても新制度の給付対象となることができる特例が設けられています。

Ｑ２２）新たな幼保連携型認定こども園と保育所型認定こども園との違いはなんですか。（法的性格 ）

新たな幼保連携型認定こども園（以下、単に「幼保連携型認定こども園」という。）は、幼保連携型

認定こども園として認可を受けた施設であり、認定こども園法に基づき「学校」と「児童福祉施設」の

両方に位置付けられます。一方、保育所型認定こども園は、保育所としての認可を受けた施設であり、

法律上は児童福祉施設に位置付けられますが、「学校」としての法的位置付けはありません。

（認可・認定権限）

幼保連携型認定こども園の場合、都道府県及び政令指定都市、中核市から認可を受けることが必要で

す。一方、保育所型認定こども園の場合は、都道府県から、保育所としての認可と幼稚園機能を有する

ことの認定の２つの認可・認定を受けることが必要です。

（職員の資格）

幼保連携型認定こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「保

育教諭」については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することが原則

です（但し、新制度施行後５年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有してい

れば、「保育教諭」となることができる経過措置あり）。

一方、保育所型認定こども園においては、幼稚園教諭の免許と保育士資格を併有していることが望ま

しいですが、併有することが必須とはなっていません。

（園長の資格）

幼保連携型認定こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その園長は、「教

諭免許状（専修免許状又は一種免許状）」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有し、５年以上の一

定の教育職・児童福祉事業の経験者であることが必要です（但し、これと同等の資質を有する者も認め

る）。

一方、保育所型認定こども園の園長は、特に規定はありませんが、運営費の基準において、施設長は 、

「児童福祉事業に 2年以上従事した者」又は「同等以上の能力を有すると認められる者」となっていま

す。

なお、幼保連携型認定こども園は学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設であ

ることから、園長は１人となります。

（施設設備基準）

幼保連携型認定こども園の認可基準については、新規に策定することとしています。保育所等の既存

施設から移行する場合については、特例措置が設けられています。



Ｑ６８）子ども・子育て支援新制度では、一時預かり事業については、どのような内容の充実が図ら

れるのですか。

新制度においては、現行の幼稚園における預かり保育と同様、園児を主な対象として実施する幼稚園

型、児童の居宅において一時預かりを実施する訪問型を創設し、さらなる事業の充実を図る方向で検討

しています。

なお、新制度の施行に先立ち、平成 26 年度に実施する保育緊急確保事業においては、保育所型、地

域密着型、地域密着Ⅱ型について小規模な施設が多いことを踏まえ、保育所等の職員の支援を受けられ

る場合には担当保育士を一人以上とすることができる等の見直しを行い、「一般型」へ再編するととも

に、年間延べ利用児童数が少ない施設に対する補助単価の改善を行いました。

また、保育所等において、利用児童数が定員に達していない場合に、定員の範囲内で一時預かり事業

として受け入れることができる「余裕活用型」を創設しました。 さらに、事業開始にあたり必要とな

る改修等の費用や準備のための賃借料を補助する「開設準備費」を創設し事業の充実を図っています。

Ｑ７４）子ども・子育て支援新制度では、放課後児童クラブについては、どのような内容の充実が図

られるのですか。

新制度においては、放課後児童クラブの実施か所数についても量の拡充を進めていくこととしていま

す。

また、質を確保する観点から、事業の設備及び運営について、国が定める基準を踏まえて市町村が条

例で基準を定めることとなります。事業者におかれては、この条例の基準を遵守し、事業を行っていた

だくこととなります。

なお、新制度の施行に先立ち、平成２６年度に実施している保育緊急確保事業では、保護者の利用意

向を反映して開所時間の延長を行う放課後児童クラブに対して、追加的な財政支援を行うこととしてい

ます。

【幼稚園に関すること】

Ｑ７８）新制度に入って施設型給付を受ける場合であっても、これまでどおりの建学の精神に基づく

特色ある幼児教育を行うことはできますか。教育内容に制約を受けることはありますか。

私立幼稚園が園児に対して行う幼児教育の内容は、新制度に入る・入らないにかかわらず、幼稚園教

育要領（幼保連携型認定こども園となる幼稚園については、幼保連携型認定こども園の教育・保育要領 ）

に則って実施していただくことを前提として、各園の建学の精神に基づき行われるものであり、新制度

に入るからと言って、教育内容に制約を受けることはありません。



なお、施設型給付費を市町村から受ける施設として確認を受けることに伴い、正当な理由なくして申

し込みを拒んではならないという制約を受けますが、定員を超えた申し込みについては、あらかじめ保

護者に選考方法を明示したうえで、選考が可能です。

また、保育料（利用者負担）については、上乗せ徴収や実費徴収を除き、各園で定めるのでなく、国

基準に基づき各市町村が定める額を徴収することとなります。

Ｑ７９）私立幼稚園が新制度に移行する時期は施行時に限られるものではなく、いつでも可能とのこ

とですが、28 年度以降、認定こども園として施設型給付を受けることを希望する場合であっても、

移行は認められますか。

28年度以降に認定こども園に移行して施設型給付を受けることも可能です。なお、供給過剰地域にお

いても認可・認定を受けられるよう、事業計画に「都道府県が定める数」を定めておく必要があること

から、あらかじめ移行の意向を明確にし、事業計画に位置付けられていることが望まれます。

【保育所に関すること】

Ｑ８０）現に保育所に入所している児童については、保育短時間認定の対象となる場合であっても保

育標準時間認定しても良いでしょうか。

現に保育所に入所している児童については、客観的には保育短時間認定に該当する場合であっても、

保護者が保育短時間認定を希望しない場合は、保育標準時間認定とすることができる経過措置を設ける

こととしています。

【事業所内保育事業に関すること】

Ｑ８１）事業所内保育所を利用する従業員の子どもが、３歳以降も利用する場合、引き続き給付を受

けることは可能でしょうか。

３歳以上児の保育は、保育所又は認定子ども園で行うことが原則ですが、必要な場合は、定員の範囲

内で、特例給付を受けて事業所内保育事業で受け入れることは可能です。



【放課後児童クラブに関すること】

Ｑ８２）放課後児童クラブの対象年齢が小６まで引き上げられましたが、小６まで受け入れなければ

ならないのでしょうか。

各市町村では、小４以上の放課後児童クラブ利用ニーズを踏まえた確保方策を講じる必要があります

が、個々の放課後児童クラブに一律に小６までの受け入れ義務を課すものではありません。

【利用者負担に関すること】

Ｑ８３）園児募集を行う秋の時点では、利用者負担額は確定していませんが、どのように募集を行え

ば良いのでしょうか。

利用者負担額（保育料等）の水準は、国においても自治体においても、最終的には予算編成過程を経

て決定されるものですが、５月 26 日の子ども・子育て会議において、国が定める利用者負担の水準の

イメージをお示ししたところであり、これを踏まえて、今年度の保育料等の水準を基本としつつ、各市

町村における利用者負担額や上乗せ徴収の有無や水準などを検討の上、最終的な金額には多少の変更が

あり得ることを周知の上で、募集を行っていただくこととなります。

Ｑ８４）現行制度で行われている幼稚園と保育所の多子軽減の取扱いは、新制度ではどうなりますか 。

多子軽減の取り扱いについては、現行の幼稚園、保育所における取扱いと同様の措置を講じることと

しています。具体的には、教育標準時間認定の子どもについては、幼稚園年少から小学校３年までの範

囲において最年長の子どもから順に２人目以降の子どもが幼稚園、認定こども園を利用している場合、

第２子について半額、第３子以降については無料となります。

また、保育認定の子どもについては、小学校就学前の範囲において最年長の子どもから順に２人目以

降の子どもが保育所、認定こども園等を利用している場合、第２子について半額、第３子以降について

は無料となります。



Ｑ８５）私立幼稚園が、経過措置により市町村が定める保育料よりも低い保育料を設定する場合、そ

の差額は誰が負担することになるのでしょうか。市町村が負担をしなければならないのでしょう

か。

市町村が定める利用者負担額よりも低い保育料を現在設定している幼稚園については、新制度への円

滑な移行の観点から、一定の要件の下で経過措置を講ずることとしています。具体的な要件や経過措置

の期間などの詳細については、追ってお示しします。

私立幼稚園にはこれまで保育料等の基準がなく、自由な保育料設定となっていますが、運営に支障が

ない状態が一定期間継続している場合は、市町村が定める利用者負担額よりも低い額を徴収することを

認めることを想定しているものです。したがって、基本的には、市町村などが公費によりその差額を補

填する仕組みを想定しているものではありません。

Ｑ８６）上乗せ徴収と実費徴収の違いを教えて下さい。

教育・保育を提供するための標準的な費用として定める公定価格（利用者負担額を含む）によって賄

われない費用については、実費徴収又は上乗せ徴収を行うことを検討していただくことになります。

これらの位置付けについては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平

成 26 年内閣府令第 39 号）第 13条において規定しています。

上乗せ徴収は、教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について保護者に

負担を求めるもので、例えば、公定価格上の基準を超えた教員の配置や平均的な水準を超えた施設整備

など、公定価格で賄えない費用を賄うために徴収するものです。上乗せ徴収は、施設の種類や子どもの

認定区分によらず、各施設・事業所の判断で実施することができますが、私立保育所については、市町

村との協議により承認を得ることが必要です。

実費徴収は、教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担させるこ

とが適当と認められるものであり、例えば、文房具代・制服代、遠足代・行事参加代、給食代・食材費 、

通園バス代などがこれに該当すると考えられます。施設の種類や子どもの認定区分によらず、各施設・

事業所の判断で実施することができます。なお、徴収にあたっては、上乗せ徴収については書面による

保護者の同意、実費徴収については保護者の同意が必要となります。

Ｑ８７）月途中で入退所した場合の利用者負担額の日割り計算方法については、どのように計算され

ますか。保育所から幼稚園（又はその逆）など異なる施設、事業への変更の場合はどうなるのでし

ょうか。

月途中での入退所があった場合は、給付費・委託費と同様に教育標準時間認定は 20 日、保育認定は 25



日を基本として日割り計算することにしています。また、利用先が異なる施設・事業となった場合にも 、

それぞれの利用者負担額を日割り計算することになります。

※計算の結果 10 円未満の端数が生じた場合は切り捨て

（教育標準時間認定の場合）

1人当たりの単価（基本部分及び加算部分、調整部分の合計額）×その月の途中入所日からの開所日

数（その月途中退所日の前日までの開所日数）（20日を超える場合は 20 日）÷20日 （保育認定の場

合）

1人当たりの単価（基本部分及び加算部分、調整部分の合計額）×その月の途中入所日からの開所日

数（その月途中退所日の前日までの開所日数）（25日を超える場合は 25 日）÷25日

※「常態的に土曜日に閉所する場合」の調整がされている施設（事業所）においては 20 日

Ｑ８８）公定価格の水準は、27～29 年度は各年度において変わり得るとのことですが、利用者負担額

も公定価格の水準に連動して、毎年変わるのですか。

利用者負担額についても、公定価格の単価と同様、最終的には毎年度の予算編成過程を経て決定され

ることになりますが、基本的には、公定価格の水準に連動して、国が示す利用者負担額の水準を変更さ

せることは考えていません。


